
原文 改定

第４　評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
 １　評価の実施手続
  (2)　評価の実施時期は、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則として当該予算に係
る年度の前年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、原則として
当該予算に係る年度の前年度末までとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業について
は、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。

第４　評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
 １　評価の実施手続
  (2)　評価の実施時期は、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則として当該予算に係
る年度の前年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、原則として
当該予算に係る年度の前年度末までとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算
措置を公表する で予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務省への提出時
までとする。

 ２　評価結果、採択箇所等の公表及び関係資料の保存
    　所管部局等（国土交通省の各事業を所管する本省内部部局又は外局をいう。以下同じ。）は、１
(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則として当該予算に係る年度の前年度の１月末
までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、原則として年度予算の支出負担行
為の実施計画が承認された後（年度予算の支出負担行為の実施計画に係らない事業については、
独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る国土交通大臣認可の後）、評価結果及び採
択箇所等を、評価手法等とともに公表するものとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業に
ついては、原則として概算要求書の財務省への提出時に公表するものとする。

２　評価結果、採択箇所等の公表及び関係資料の保存
    　所管部局等（国土交通省の各事業を所管する本省内部部局又は外局をいう。以下同じ。）は、１
(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則として当該予算に係る年度の前年度の１月末
までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、原則として年度予算の支出負担行
為の実施計画が承認された後（年度予算の支出負担行為の実施計画に係らない事業については、
独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る国土交通大臣認可の後）、評価結果及び採
択箇所等を、評価手法等とともに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇
所で予算措置を公表する で予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務省へ
の提出時に公表するものとする。
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第８　施行
  １　本要領は、平成２１年１２月２４日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（平成２１
年６月１日改定）」は、廃止する。

第８　施行
  １　本要領は、平成２２年４月１日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（平成２１
年１２月２４日改定）」は、廃止する。



原文 改定

第４　評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
  １　評価の実施手続
  (2)　評価の実施時期は、(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、原則として当該
予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、
原則として当該予算に係る年度の前年度末までとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業
については、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。

第４　評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
  １　評価の実施手続
  (2)　評価の実施時期は、(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、原則として当該
予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、
原則として当該予算に係る年度の前年度末までとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別
箇所で予算措置を公表する 予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務省へ
の提出時までとする。

２　評価結果、採択箇所等の公表及び関係資料の保存
    　所管部局等（国土交通省の各事業を所管する本省内部部局、外局又は国土交通省の設置する
特別の機関をいう。以下同じ。）は、１(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、原則と
して当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業につ
いては、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後（年度予算の支出負担行
為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る
国土交通大臣認可の後）、評価結果及び採択箇所等を、評価手法等とともに公表するものとする。た
だし、個別箇所で予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務省への提出時に
公表するものとする。

２　評価結果、採択箇所等の公表及び関係資料の保存
    　所管部局等（国土交通省の各事業を所管する本省内部部局、外局又は国土交通省の設置する
特別の機関をいう。以下同じ。）は、１(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、原則と
して当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業につ
いては、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後（年度予算の支出負担行
為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る
国土交通大臣認可の後）、評価結果及び採択箇所等を、評価手法等とともに公表するものとする。た
だし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する 予算内示をされる事業につい
ては、原則として概算要求書の財務省への提出時に公表するものとする。

第７　施行
  １　本要領は、平成２１年１２月２４日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評
価実施要領（平成２１年６月１日改定）」は、廃止する。

第７　施行
  １　本要領は、平成２２年４月１日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評
価実施要領（平成２１年１２月２４日改定）」は、廃止する。

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評価実施要領（改定）



原文 改定

第３　再評価を実施する事業
１　再評価を実施する事業は、以下の事業とする。
 (1)　事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
　「事業採択」とは、「事業費の予算化」とする（以下同じ。）。また、この場合において、「一定期間」と
は「５年間」、「未着工の事業」とは別紙－１のとおりとする。

第３　再評価を実施する事業
１　再評価を実施する事業は、以下の事業とする。
 (1)　事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
　「事業採択」とは、「事業費の予算化」とする（以下同じ。）。また、この場合において、「一定期間」と
は、第４の１(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については「３年間」、第４の１(3)②2)及び③に掲げ
る種類の事業については「５年間」とし、「未着工の事業」とは別紙－１のとおりとする。

(2)　事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
　この場合において、「長期間」とは「１０年間」とし、「継続中の事業」には一部供用されている事業を
含むものとする。
　なお、事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業については、再評価の実施主体（第４の１
(1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。）又は所管部局等（国土交通省の各事業を所管す
る本省内部部局又は外局をいう。以下同じ。）の長が、社会経済情勢等の動向、事業の進捗状況等
を踏まえ、再評価を実施することが適当かどうかについて予備的な検討を行い、再評価の実施の必
要性を判断するものとする。ただし、事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業で
あって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業については、再評価を実施するものとする。

(2)　事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
　この場合において、「長期間」とは「５ １０年間」とし、「継続中の事業」には一部供用されている事業
を含むものとする。
 　なお、事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業については、再評価の実施主体（第４の１
 (1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。）又は所管部局等（国土交通省の各事業を所管す
 る本省内部部局又は外局をいう。以下同じ。）の長が、社会経済情勢等の動向、事業の進捗状況等
 を踏まえ、再評価を実施することが適当かどうかについて予備的な検討を行い、再評価の実施の必
 要性を判断するものとする。ただし、事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業で
 あって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業については、再評価を実施するものとする。

(3)　準備・計画段階で一定期間が経過している事業。ただし、次に掲げる事業で、着工時の個別事
業箇所が明確なものに限る。

(3)　準備・計画段階で一定期間が経過している事業。ただし、次に掲げる事業で、着工時の個別事
業箇所が明確なものに限る。

① 高規格幹線道路に係る事業 地域高規格道路に係る事業 連続立体交差事業等（高速自動

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（改定）

業箇所が明確なものに限る。
　①　高規格幹線道路に係る事業、地域高規格道路に係る事業、連続立体交差事業等（高速自動
車国道又は都市高速道路に係る事業を除く。）で大規模なもの（着工準備費を予算化したものに限
る。）。
　②　実施計画調査費を予算化したダム事業。
　なお、｢準備･計画段階｣とは、①に掲げる事業については｢着工準備費の予算化から事業採択に至
るまでの段階」、②に掲げる事業については｢実施計画調査費の予算化から河川整備計画に位置づ
けられるまでの段階」とし、｢一定期間｣とは、５年間とする。

①　高規格幹線道路に係る事業、地域高規格道路に係る事業、連続立体交差事業等（高速自動
車国道又は都市高速道路に係る事業を除く。）で大規模なもの（着工準備費を予算化したものに限
る。）。
　②　実施計画調査費を予算化したダム事業。
　なお、｢準備･計画段階｣とは、①に掲げる事業については｢着工準備費の予算化から事業採択に至
るまでの段階」、②に掲げる事業については｢実施計画調査費の予算化から河川整備計画に位置づ
けられるまでの段階」とし、｢一定期間｣とは、第４の１(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については
「３年間」、第４の１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については「５年間」とする。

(4)　再評価実施後一定期間が経過している事業
　この場合において、「再評価実施後一定期間が経過している事業」とは、「再評価実施後に別紙－
２に示す期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業（一部供用事業を含む。）」とする。

(4)　再評価実施後一定期間が経過している事業
　この場合において、「再評価実施後一定期間が経過している事業」とは、第４の１(3)①及び②1)に
掲げる種類の事業については、「再評価実施後に 別紙－２に示す期間３年間が経過した時点で継続
中又は未着工の事業（一部供用事業を含む。）」と する。し、第４の１(3)②2)及び③に掲げる種類の
事業については、「再評価実施後に５年間が経過した時点で継続中又は未着工の事業（一部供用事
業を含む。）」とする。

(5)　社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
　この場合において、再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は、再評価の実施主体又は
所管部局等の長が行うものとする。

(5)　社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
　この場合において、再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は、再評価の実施主体（第
４の１(1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。）又は所管部局等（国土交通省の各事業を所
管する本省内部部局又は外局をいう。以下同じ。）の長が行うものとする。



第４　再評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
  １　再評価の実施手続
  (2)　再評価の実施時期は以下のとおりとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業について
は、概算要求書の財務省への提出時までとする。

第４　再評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
  １　再評価の実施手続
  (2)　再評価の実施時期は以下のとおりとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で
予算措置を公表する 予算内示をされる事業については、概算要求書の財務省への提出時までとす
る。

　①　第３の１(1)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、事業採択
後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、事業採択後
５年目の年度末までに実施する。

　①　第３の１(1)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、事業採択
後３ ５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、事業採択
後５年目の年度末までに実施する。

　②　第３の１(2)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、事業採択
後１０年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、事業採択
後１０年目の年度末までに実施する。ただし、第３の１(2)に掲げる予備的な検討については、(3)①及
び②1)に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及
び③に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度末までに実施し、その結果、再評価
を実施することとなった事業及び事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業であっ
て、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業については、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業に
あっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業に
あっては、事業採択後５年目の年度末までに再評価を実施する。

　②　第３の１(2)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、事業採択
後５ １０年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、事業採
択後５ １０年目の年度末までに実施する。 ただし、第３の１(2)に掲げる予備的な検討については、(3)
 ①及び②1)に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②
 2)及び③に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度末までに実施し、その結果、再
 評価を実施することとなった事業及び事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の事業で
 あって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業については、(3)①及び②1)に掲げる種類の事
 業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業
 にあっては、事業採択後５年目の年度末までに再評価を実施する。

　③　第３の１(3)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、着工準備
費又は実施計画調査費の予算化後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種
類の事業については、着工準備費又は実施計画調査費の予算化後５年目の年度末までに実施す
る。

　③　第３の１(3)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、着工準備
費又は実施計画調査費の予算化後３ ５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる
種類の事業については、着工準備費又は実施計画調査費の予算化後５年目の年度末までに実施
する。

　④　第３の１(4)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、再評価実
施時から別紙－２に示す期間経過後の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の
事業については、再評価実施時から別紙－２に示す期間経過後の年度末までに実施する。

　④　第３の１(4)に該当する事業のうち、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、再評価実
施時から３年間が 別紙－２に示す期間経過後の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる
種類の事業については、再評価実施時から５年間が 別紙－２に示す期間経過後の年度末までに実
施する。

　(3)　再評価は、次の各号に掲げる種類の事業について、それぞれ当該各号に定めるところにより
行うものとする。
　①　直轄事業　地方支分部局等は、関係する地方公共団体等の意見等再評価を行うに当たって必
要となるデータの収集、整理等（以下「データ収集等」という。）を行い、再評価を受けるために必要な
資料（以下「再評価に係る資料」という。）を作成し、事業の継続の方針（必要に応じて事業手法、施
設規模等内容の見直し及び配慮すべき事項を含む。）又は中止の方針（中止に伴う事後措置を含
む。）（以下「対応方針」という。）（案）を決定するとともに、対応方針（案）の決定理由等を添えて本省
等（本省又は外局をいう。以下同じ。）に提出する。本省等は、地方支分部局等と協議しつつ、対応
方針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を決定する。

　(3)　再評価は、次の各号に掲げる種類の事業について、それぞれ当該各号に定めるところにより
行うものとする。
　①　直轄事業　地方支分部局等は、 関係する地方公共団体等の意見等再評価を行うに当たって必
要となるデータの収集、整理等（以下「データ収集等」という。）を行い、再評価を受けるために必要な
資料（以下「再評価に係る資料」という。）を作成し、直轄事業負担金の負担者である都道府県・政令
市等に意見を聴いた上で、事業の継続の方針（必要に応じて事業手法、施設規模等内容の見直し
及び配慮すべき事項を含む。）又は中止の方針（中止に伴う事後措置を含む。）（以下「対応方針」と
いう。）（原案）を作成し、学識経験者等の第三者から構成される委員会（以下「事業評価監視委員
会」という。）の意見を聴き、 事業の継続の方針（必要に応じて事業手法、施設規模等内容の見直し
 及び配慮すべき事項を含む。）又は中止の方針（中止に伴う事後措置を含む。）（以下「対応方針 」と
 いう。）（案）を決定するとともに、対応方針（案）の決定理由等を添えて本省等（本省又は外局をい
う。以下同じ。）に提出する。本省等は、地方支分部局等と協議しつつ、対応方針（案）に検討を加
え 当該事業の対応方針を決定するえ、当該事業の対応方針を決定する。



　②1)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業を除く。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、対応方針（案）を決定するとともに、対応方針
（案）の決定理由等を添えて本省等に提出する。本省等は、独立行政法人等と協議しつつ、対応方
針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を決定する。
　　2)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業に限る。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、地方公共団体等と十分な調整を図った上で対応
方針を決定するとともに、対応方針の決定理由等を添えて本省等に提出し、必要な場合は補助金交
付等に係る要求（間接補助事業の場合には地方公共団体が実施。また、一般国道の新設、改築に
係る大臣認可申請を含む。以下同じ。）を行う。本省等は、対応方針及びその決定理由を踏まえ、当
該事業の補助金交付等（一般国道の新設、改築に係る大臣認可を含む。以下同じ。）に係る対応方
針を決定する。

　②1)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業を除く。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、関係する都道府県・政令市の意見を聴いた上
で、対応方針（原案）を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針（案）を決定するととも
に、対応方針（案）の決定理由等を添えて本省等に提出する。本省等は、独立行政法人等と協議し
つつ、対応方針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を決定する。
　　2)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業に限る。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、地方公共団体等と十分な調整を図った上で事業
評価監視委員会の意見を聴き、対応方針を決定するとともに、対応方針の決定理由等を添えて本省
等に提出し、必要な場合は補助金交付等に係る要求（間接補助事業の場合には地方公共団体が実
施。また、一般国道の新設、改築に係る大臣認可申請を含む。以下同じ。）を行う。本省等は、対応
方針及びその決定理由を踏まえ、当該事業の補助金交付等（一般国道の新設、改築に係る大臣認
可を含む。以下同じ。）に係る対応方針を決定する。

　③　補助事業等　地方公共団体等、地方公社又は民間事業者等は、データ収集等を行い、再評価
に係る資料を作成し、対応方針を決定するとともに、対応方針の決定理由等を添えて本省等に送付
し、必要な場合は補助金交付等に係る要求を行う。本省等は、対応方針及びその決定理由を踏ま
え、当該事業の補助金交付等に係る対応方針を決定する。

　③　補助事業等　地方公共団体等、地方公社又は民間事業者等は、データ収集等を行い、再評価
に係る資料を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針を決定するとともに、対応方針
の決定理由等を添えて本省等に送付し、必要な場合は補助金交付等に係る要求を行う。本省等は、
対応方針及びその決定理由を踏まえ、当該事業の補助金交付等に係る対応方針を決定する。

２　再評価結果、対応方針等の公表及び関係資料の保存
    対応方針の決定者及び所管部局等は、１(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則と
して当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業につ
いては、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後（年度予算の支出負担行
為の実施計画に係らない事業については 独立行政法人等の予算 事業計画及び資金計画に係る

２　再評価結果、対応方針等の公表及び関係資料の保存
    対応方針の決定者及び所管部局等は、１(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則と
して当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業につ
いては、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後（年度予算の支出負担行
為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る

為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る
国土交通大臣認可の後）、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経
緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業につい
ては、原則として概算要求書の財務省への提出時に公表するものとする。

為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金計画に係る
国土交通大臣認可の後）、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経
緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で
予算措置を公表する 予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務省への提出
時に公表するものとする。

第６　事業評価監視委員会
　　再評価の実施主体の長は、再評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される委員会を
設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。

第６　事業評価監視委員会
　　再評価の実施主体の長は、再評価に当たって事業評価監視委員会 学識経験者等の第三者から
 構成される委員会を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。

　１　事業評価監視委員会の設置
    　再評価の実施主体の長は、再評価の実施に当たり第三者の意見を求める諮問機関として、学
識経験者等から構成される委員会（以下「事業評価監視委員会」という。）を設置するものとする。事
業評価監視委員会は、地方支分部局等、都道府県、政令指定都市又は独立行政法人等ごとに原則
として１つ設置するものとするが、都道府県又は政令指定都市については、必要に応じ事業種別を
勘案して複数設置することができるものとする。なお、自ら事業評価監視委員会を設置する方法に代
えて、独立行政法人等は地方支分部局等の事業評価監視委員会に、市町村等（政令指定都市を除
く。）は都道府県の事業評価監視委員会に、地方公社又は民間事業者等は地方公共団体の事業評
価監視委員会に依頼する方法も採りうるものとする。

　１　事業評価監視委員会の設置
    　再評価の実施主体の長は、再評価の実施に当たり第三者の意見を求める諮問機関として、 学
 識経験者等から構成される委員会（以下「事業評価監視委員会 」という。）を設置するものとする。事
業評価監視委員会は、地方支分部局等、都道府県、政令指定都市又は独立行政法人等ごとに原則
として１つ設置するものとするが、都道府県又は政令指定都市については、必要に応じ事業種別を
勘案して複数設置することができるものとする。なお、自ら事業評価監視委員会を設置する方法に代
えて、独立行政法人等は地方支分部局等の事業評価監視委員会に、市町村等（政令指定都市を除
く。）は都道府県の事業評価監視委員会に、地方公社又は民間事業者等は地方公共団体の事業評
価監視委員会に依頼する方法も採りうるものとする。

第８　施行
  １　本要領は、平成２１年１２月２４日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（平成２１年６月１日改
定）」は、廃止する。

第８　施行
  １　本要領は、平成２２年４月１日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（平成２１年１２月２４日改
定）」は、廃止する。定）」は、廃止する。 定）」は、廃止する。



第９　経過措置
１　第４の１(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、以下のとおり経過措置を設ける。
 (1)　平成２２年度に、以下に該当する事業については、平成２３年１月末までを目途に再評価を実施
し、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評価の根拠等とと
もに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事
業については、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。
      ①　事業採択後５年間が経過して未着工の事業
      ②　事業採択後１０年間が経過して継続中の事業
      ③　準備・計画段階で５年間が経過している事業
      ④　再評価実施後５年間が経過して継続中又は未着工の事業
 (2)　(1)に該当する事業を除き、平成２２年度に、第３の１に該当する事業及び第３の１に規定する期
間を超過している事業については、平成２４年１月末までを目途に再評価を実施し、再評価結果及び
対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表することが
できるものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事業につ
いては、原則として平成２４年度予算の概算要求書の財務省への提出時までとする。
 
２　第４の１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、以下のとおり経過措置を設ける。
  (1)　平成２２年度に、事業採択後１０年間が経過して継続中の事業については、平成２２年度末ま
でに再評価を実施し、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再
評価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算
措置を公表する事業については、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。
  (2)　(1)に該当する事業を除き、平成２２年度に、第３の１(2)に該当する事業及び第３の１(2)に規定
する期間を超過している事業については、平成２３年度末までに再評価を実施し、再評価結果及び
対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表することが針等を、 針 決定 、結論 経緯、 評価 根拠等 表す
できるものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事業につ
いては、原則として平成２４年度予算の概算要求書の財務省への提出時までとする。





削除



原文 改定

第３　再評価を実施する事業
２　事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
   この場合において、「長期間」とは「７年間」とし、「継続中の事業」には一部供用されている事業を
含むものとする。
   なお、事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業については、再評価の実施主体（第４の
１(1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。）又は所管部局等（国土交通省の各事業を所管
する本省内部部局、外局又は国土交通省の設置する特別の機関をいう。以下同じ。）の長が、社会
経済情勢等の動向、事業の進捗状況等を踏まえ、再評価を実施することが適当かどうかについて予
備的な検討を行い、再評価の実施の必要性を判断するものとする。ただし、事業採択時における予
定事業実施期間が５年以内の事業であって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業について
は、再評価を実施するものとする。

第３　再評価を実施する事業
２　事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
   この場合において、「長期間」とは「５ ７年間」とし、「継続中の事業」には一部供用されている事業
を含むものとする。
    なお、事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業については、再評価の実施主体（第４の
 １(1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。）又は所管部局等（国土交通省の各事業を所管
 する本省内部部局、外局又は国土交通省の設置する特別の機関をいう。以下同じ。）の長が、社会
 経済情勢等の動向、事業の進捗状況等を踏まえ、再評価を実施することが適当かどうかについて予
 備的な検討を行い、再評価の実施の必要性を判断するものとする。ただし、事業採択時における予
 定事業実施期間が５年以内の事業であって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業について
 は、再評価を実施するものとする。

４　社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
　この場合において、再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は、再評価の実施主体又は
所管部局等の長が行うものとする。

４　社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
　この場合において、再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は、再評価の実施主体（第
４の１(1)に定める再評価の実施主体をいう。以下同じ。）又は所管部局等（国土交通省の各事業を所
管する本省内部部局、外局又は国土交通省の設置する特別の機関をいう。以下同じ。）の長が行う
ものとする。

第４　再評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
１ 再評価の実施手続

第４　再評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存
  １　再評価の実施手続

( ) 再評価 実施時期は以 とおりとする ただし 政府予算案 閣議決定時に 個別箇所

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領（改定）

  １　再評価の実施手続
  (2)　再評価の実施時期は以下のとおりとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業について
は、概算要求書の財務省への提出時までとする。

  (2)　再評価の実施時期は以下のとおりとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で
予算措置を公表する 予算内示をされる事業については、概算要求書の財務省への提出時までとす
る。

　　②　第３の２に該当する事業のうち、(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、事
業採択後７年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、事業
採択後７年目の年度末までに実施する。ただし、第３の２に掲げる予備的な検討については、(3)①
1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途
に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度末までに実施し、その
結果、再評価を実施することとなった事業及び事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の
事業であって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業については、(3)①1)、①2)及び②1)に掲
げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げ
る種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度末までに再評価を実施する。

　　②　第３の２に該当する事業のうち、(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、事
業採択後５ ７年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、事
業採択後５ ７年目の年度末までに実施する。 ただし、第３の２に掲げる予備的な検討については、(3)
 ①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途
 に、(3)②2)及び③に掲げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度末までに実施し、その
 結果、再評価を実施することとなった事業及び事業採択時における予定事業実施期間が５年以内の
 事業であって、大幅に事業実施期間が延びる見込みの事業については、(3)①1)、①2)及び②1)に掲
 げる種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲げ
 る種類の事業にあっては、事業採択後５年目の年度末までに再評価を実施する。

　(3)　再評価は、次の各号に掲げる種類の事業について、それぞれ当該各号に定めるところにより
行うものとする。
　①1)　直轄事業（本省等が行うものに限る。）　本省等は、再評価を行うに当たって必要となるデー
タの収集、整理等（以下「データ収集等」という。）を行い、事業の継続の方針（必要に応じて事業手
法、施設規模等内容の見直し及び配慮すべき事項を含む。）又は中止の方針（中止に伴う事後措置
を含む。）（以下「対応方針」という。）を決定する。
　　2)　直轄事業（本省等が行うものを除く。）　地方支分部局等は、データ収集等を行い、再評価を
受けるために必要な資料（以下「再評価に係る資料」という。）を作成し、対応方針（案）を決定すると
ともに、対応方針（案）の決定理由等を添えて本省等に提出する。本省等は、地方支分部局等と協議
しつつ、対応方針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を決定する。

　(3)　再評価は、次の各号に掲げる種類の事業について、それぞれ当該各号に定めるところにより
行うものとする。
　①1)　直轄事業（本省等が行うものに限る。）　本省等は、再評価を行うに当たって必要となるデー
タの収集、整理等（以下「データ収集等」という。）を行い、事業評価監視委員会の意見を聴き、事業
の継続の方針（必要に応じて事業手法、施設規模等内容の見直し及び配慮すべき事項を含む。）又
は中止の方針（中止に伴う事後措置を含む。）（以下「対応方針」という。）を決定する。
　　2)　直轄事業（本省等が行うものを除く。）　地方支分部局等は、データ収集等を行い、再評価を
受けるために必要な資料（以下「再評価に係る資料」という。）を作成し、事業評価監視委員会の意
見を聴き、対応方針（案）を決定するとともに、対応方針（案）の決定理由等を添えて本省等に提出す
る。本省等は、地方支分部局等と協議しつつ、対応方針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を
決定する。



　②1)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業を除く。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、対応方針（案）を決定するとともに、対応方針
（案）の決定理由等を添えて本省等に提出する。本省等は、独立行政法人等と協議しつつ、対応方
針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を決定する。
　　2)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業に限る。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、地方公共団体等と十分な調整を図った上で対応
方針を決定するとともに、対応方針の決定理由等を添えて本省等に提出し、必要な場合は補助金交
付等に係る要求（間接補助事業の場合には地方公共団体が実施）を行う。本省等は、対応方針及び
その決定理由を踏まえ、当該事業の補助金交付等に係る対応方針を決定する。

　②1)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業を除く。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針
（案）を決定するとともに、対応方針（案）の決定理由等を添えて本省等に提出する。本省等は、独立
行政法人等と協議しつつ、対応方針（案）に検討を加え、当該事業の対応方針を決定する。
　　2)　独立行政法人等施行事業（独立行政法人等が行う補助事業に限る。）　独立行政法人等は、
データ収集等を行い、再評価に係る資料を作成し、地方公共団体等と十分な調整を図った上で事業
評価監視委員会の意見を聴き、対応方針を決定するとともに、対応方針の決定理由等を添えて本省
等に提出し、必要な場合は補助金交付等に係る要求（間接補助事業の場合には地方公共団体が実
施）を行う。本省等は、対応方針及びその決定理由を踏まえ、当該事業の補助金交付等に係る対応
方針を決定する。

　③　補助事業等　地方公共団体、地方公社又は民間事業者等は、データ収集等を行い、再評価に
係る資料を作成し、対応方針を決定するとともに、対応方針の決定理由等を添えて本省等に送付
し、必要な場合は補助金交付等に係る要求（間接補助事業の場合には地方公共団体が実施）を行
う。本省等は、対応方針及びその決定理由を踏まえ、当該事業の補助金交付等に係る対応方針を
決定する。

　③　補助事業等　地方公共団体、地方公社又は民間事業者等は、データ収集等を行い、再評価に
係る資料を作成し、事業評価監視委員会の意見を聴き、対応方針を決定するとともに、対応方針の
決定理由等を添えて本省等に送付し、必要な場合は補助金交付等に係る要求（間接補助事業の場
合には地方公共団体が実施）を行う。本省等は、対応方針及びその決定理由を踏まえ、当該事業の
補助金交付等に係る対応方針を決定する。

３　再評価結果、対応方針等の公表及び関係資料の保存
    対応方針の決定者及び所管部局等は、１(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業について
は、原則として当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類
の事業については、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後（年度予算の
支出負担行為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金
計画に係る国土交通大臣認可の後）、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論
に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、個別箇所で予算内示をされる
事業に いては 原則として概算要求書の財務省 の提出時に公表するものとする

３　再評価結果、対応方針等の公表及び関係資料の保存
    対応方針の決定者及び所管部局等は、１(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業について
は、原則として当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、１(3)②2)及び③に掲げる種類
の事業については、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後（年度予算の
支出負担行為の実施計画に係らない事業については、独立行政法人等の予算、事業計画及び資金
計画に係る国土交通大臣認可の後）、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論
に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、
個別箇所で予算措置を公表する予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務

事業については、原則として概算要求書の財務省への提出時に公表するものとする。
個別箇所で予算措置を公表する予算内示をされる事業については、原則として概算要求書の財務
省への提出時に公表するものとする。

第７　施行
  １　本要領は、平成２１年１２月２４日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領
（平成２１年６月１日改定）」は、廃止する。

第７　施行
  １　本要領は、平成２２年４月１日から施行する。
  ２　本要領の施行に伴い、「国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領
（平成２１年１２月２４日改定）」は、廃止する。



第８　経過措置
１　第４の１(3)①1)、①2)及び②1)に掲げる種類の事業については、以下のとおり経過措置を設け
る。
   (1)　平成２２年度に、事業採択後７年間が経過して継続中の事業については、平成２３年１月末ま
でを目途に再評価を実施し、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った
経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所
で予算措置を公表する事業については、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。
  (2)　(1)に該当する事業を除き、平成２２年度に、第３の２に該当する事業及び第３の２に規定する
期間を超過している事業については、平成２４年１月末までを目途に再評価を実施し、再評価結果及
び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表すること
ができるものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事業に
ついては、原則として平成２４年度予算の概算要求書の財務省への提出時までとする。

２　第４の１(3)②2)及び③に掲げる種類の事業については、以下のとおり経過措置を設ける。
  (1)　平成２２年度に、事業採択後７年間が経過して継続中の事業については、平成２２年度末まで
に再評価を実施し、再評価結果及び対応方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評
価の根拠等とともに公表するものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措
置を公表する事業については、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。
  (2)　(1)に該当する事業を除き、平成２２年度に、第３の２に該当する事業及び第３の２に規定する
期間を超過している事業については、平成２３年度末までに再評価を実施し、再評価結果及び対応
方針等を、対応方針の決定理由、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表することができ
るものとする。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事業について
は、原則として平成２４年度予算の概算要求書の財務省への提出時までとする。


